
 

 

   静岡市クリエーター活動事業（事務所賃借事業）補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 静岡市は、文化・クリエイティブ産業の振興を図るため、市内において事務所を賃借

するクリエーターに対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に

関しては、静岡市補助金等交付規則（平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。）及

びこの要綱の定めるところによる。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）文化・クリエイティブ産業 静岡市文化・クリエイティブ産業振興センター条例（平成

19年静岡市条例第67号。以下「条例」という。）第２条第１号に規定する文化・クリエイテ

ィブ産業をいう。 

（２）クリエーター 条例第２条第２号に規定するクリエーターをいう。 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てに該当するクリエーターで、

市長が必要があると認めるものとする。 

（１）賃借する事務所で行う業務について、おおむね１年以上の事業実績を有すること。 

（２）この補助金の申請の日の属する年度又はその前年度に、事務所の賃借に係る賃貸借契約

（契約期間が２年以上のものに限る。）を締結していること。 

（３）過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと（第６条に規定する補助

対象期間を同じくする交付を除く。）。 

 （補助事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、次に掲げる要件の全

てに該当する事務所を文化・クリエイティブ産業の用に供するために賃借する事業で、市長

が必要があると認める事業をいう。 

（１）静岡市中心市街地活性化基本計画（平成28年３月15日策定）に定める静岡地区中心市街

地の区域に所在すること。 

（２）住宅の用に供する部分を含まないこと。 

（３）専ら店舗の用に供するものでないこと。 

 （補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助事業に要す

る経費のうち建物賃借料（敷金、礼金、保証金、権利金、不動産仲介手数料、火災保険料そ



 

 

の他直接事務所の賃借に要しない経費を除く。）とする。ただし、市の他の補助制度により補

助の対象となる経費については、補助対象経費としない。 

 （補助金の額等） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費の額に２分の１を乗じて得た額（100円未満の端数が生じ

る場合にあっては、これを切り捨てた額）と次の表の補助金の限度額の欄に掲げる額とを比

較していずれか少ない額とし、補助金の交付の対象となる期間（以下「補助対象期間」とい

う。）は、同表補助対象期間の欄に掲げる期間（当該補助金の交付の対象となった月から起算

する。）とする。なお、補助金の限度額及び補助対象期間は、次の表に定めるとおりとする。 

初めて当該補助金の 

交付の対象となった年度 
補助金の限度額 補助対象期間 

令和６年度以前 １年度につき100万円。ただし、前３年度に

おいて、この要綱による補助金の交付を受

けた場合は、300万円から当該年度に交付を

受けた補助金の額を控除した額とする。 

36月以内 

令和７年度以降 １年度につき100万円。ただし、前２年度に

おいて、この要綱による補助金の交付を受

けた場合は、200万円から当該年度に交付を

受けた補助金の額を控除した額とする。 

24月以内 

 （交付の申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、クリエーター活動事業（事務所賃借事業）補助

金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して、事務所の賃貸借契約の締結の日

から１年以内に市長に提出しなければならない。 

（１）企業等概要調書（様式第２号） 

（２）事業計画書（様式第３号） 

（３）収支予算書（様式第４号） 

（４）従業員名簿（様式第５号） 

（５）申請者が法人その他の団体の場合にあっては定款、規則、会則等、個人の場合にあって

は事業の概要が分かる書類 

（６）申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書 

（７）賃貸借契約書の写し 

（８）前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める書類 



 

 

２ 前項の規定にかかわらず、前年度にこの要綱による補助金の交付を受けた者が前条に規定

する補助対象期間内に申請を行う場合その他市長が必要があると認める場合においては、事

務所の賃貸借契約の締結の日から１年を経過して前項の申請をすることができる。 

 （交付の決定等） 

第８条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内

容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したと

きは、クリエーター活動事業（事務所賃借事業）補助金交付決定通知書（様式第６号）に

より、当該申請者に通知するものとする。 

 （交付の条件） 

第９条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第６条第

１号から第３号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。 

（１）補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及

び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後５年間保管しなければならないこと。 

（２）補助事業の遂行に当たっては、規則及びこの要綱を遵守すること。 

（３）前２号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。 

 （変更、中止又は廃止の承認申請） 

第10条 第８条の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）

は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめクリエーター

活動事業（事務所賃借事業）変更（中止・廃止）承認申請書（様式第７号）に次に掲げる書

類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

（１）変更事業計画書（様式第３号） 

（２）変更収支予算書（様式第４号） 

（３）前２号に掲げるもののほか、補助事業の内容の変更に関し参考となる書類 

 （変更、中止又は廃止の承認） 

第11条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべ

きと認めたときは、クリエーター活動事業（事務所賃借事業）変更（中止・廃止）承認通知

書（様式第８号）により補助事業者に通知するものとする。 

 （実績報告） 

第12条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき（補助事業の廃止の承認を得た場合を

含む。）、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、クリエーター活動事

業（事務所賃借事業）実績報告書（様式第９号）に次に掲げる書類を添付して、市長に提



 

 

出しなければならない。 

（１）事業実績書（様式第３号） 

（２）収支決算書（様式第４号） 

（３）従業員名簿（様式第５号） 

（４）前３号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類 

 （補助金の額の確定） 

第13条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必

要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業

の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるとき

は交付すべき補助金の額を確定し、クリエーター活動事業（事務所賃借事業）補助金交付

確定通知書（様式第10号）により当該補助事業者に通知するものとする。 

 （請求） 

第14条 補助金の額の確定を受けた者は、確定通知を受けた日から起算して10日以内に請求書

（様式第11号）を市長に提出しなければならない。 

 （消費税仕入控除税額に係る取扱い） 

第15条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法（昭和63年法律第108号）に

規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額（以下「消費税仕入

控除税額」という。）がある場合の取扱いは、次のとおりとする。 

（１）補助金の交付を受けようとする者は、第７条の規定による補助金の交付の申請時におい

て、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等（消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法

（昭和25年法律第226号）に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の

額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）がある場合には、

これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らか

でない場合は、この限りでない。 

（２）補助事業者は、第12条の規定による実績報告書（以下「実績報告書」という。）を提出す

るに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額（前号の規定に

より補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額

から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額）を補助金の

額から減額して報告すること。 

（３）補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により

消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額（前２号の規定により減額した場合



 

 

にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額）を消費税仕入控除税額等報告

書（様式第12号）に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の

返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。 

ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し 

イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類 

（４）市長は、第８条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前２号の規定を

遵守することを条件として付すものとする。 

 （雑則） 

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 （適用） 

１ この要綱は、平成29年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日の前日までに、静岡市企業立地促進事業（事務所賃借事業）補助金交

付要綱（平成21年２月26日施行）第８条の規定により交付の決定をした補助金（同要綱第４

条第４号に掲げる事業に限る。）については、この要綱の規定により交付の決定をした補助金

とみなす。 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年９月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和７年７月１日から施行する。 

   



 

 

様式第１号（第７条関係） 

 

クリエーター活動事業（事務所賃借事業）補助金交付申請書 

 

年 月 日  

 

  （宛先）静岡市長 

 

 
住所 

法人にあっては、その主 

たる事務所の所在地 

 

  

申請者 氏名 
法人にあっては、その名 

称及び代表者の氏名 
 

 連絡担当者氏名  

 電話   

  補助金の交付を受けたいので、静岡市クリエーター活動事業（事務所賃借事業）補助金交

付要綱第７条の規定により、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

 １ 交付申請額              円 

 

 ２ 事業の目的 

 

 ３ 添付書類 

 （１）企業等概要調書（様式第２号） 

 （２）事業計画書（様式第３号） 

 （３）収支予算書（様式第４号） 

 （４）従業員名簿（様式第５号） 

 （５）申請者が法人その他の団体の場合にあっては定款、規則、会則等、個人の場合にあっ

ては事業の概要が分かる書類 

 （６）申請者が法人その他の団体の場合にあっては、登記事項証明書 

 （７）賃貸借契約書の写し 



 

 

様式第２号（第７条関係） 

 

企業等概要調書 

 

 １ 企業等の名称 

 

 

 ２ 代 表 者 

 

 

 ３ 企業等の沿革 

 

 

 ４ 資本金（資金） 

 

 

 ５ 従 業 員 数（うち障害者の数） 

 

 

 ６ 業    種 

  主 要 製 品 

 

  主要取引先 

 

 ７ 住所又は本社所在地 

 

                     電話番号 

 ８ 事務所所在地 

 

                     電話番号 



 

 

 ９ 最近３期の業績 

  貸借対照表（千円） 

 年 月 年 月 年 月  年 月 年 月 年 月 

流動資産    流動負債    

固定資産    固定負債    

 土地     社債等     

建物    長期借入金    

設備資産    引当金等    

建物仮勘定    資本合計    

無形資産    
 

資本金    

投資等    法定準備金    

     剰余金    

 

  損益計算書（千円）             財務指標  

 年 月 年 月 年 月   年 月 年 月 年 月 

売上高    流動比率    

売上原価    固定比率    

販売費及び一般管理費    自己資本比率    

 内研究開発費    売上高営業利益率    

営業利益    売上高経常利益率    

営業外利益    有利子負債率    

営業外費用     

経常利益    

特別利益    

特別損失    

税引前当期利益    

税引後当期利益    

 

 10 施設の状況 

 本 社    

工場     

研究所     

事務所     

その他     

計 ㎡    

 



 

 

様式第３号（第７条、第10条、第12条関係） 

 

事業計画書（変更事業計画書・事業実績書） 

 １ 概要 

名 称  

所 在 地  

代 表 者 名  

賃 借 開 始 日 年   月   日 

床 面 積 ㎡ 

従 業 員 数 人 

業 務 内 容 
 

 

事 業 所 開 設 理 由 
 

 

開 設 前 の 業 務 内 容 
 

 

 

 ２ 補助金所要額内訳 

 

 

 

対象経費月額 

Ａ 

 

Ａ×１/２ 

Ｂ 

        前々々年度 

補助対象月数 補助金交付額 

円 円 月 

 

円 

 

前々年度 前 年 度 
補助対象月数

Ｃ 

補助金額 

  Ｂ × Ｃ 

（百円未満切捨） 
補助対象月数 補助金交付額 補助対象月数 補助金交付額 

月 

 

円 月 

 

円 月 円 



 

 

様式第４号（第７条、第10条、第12条関係） 

 

収支予算書（変更収支予算書、収支決算書） 

 １ 収入の部 

区  分 

予 算 額 

（変更予算額） 

（決 算 額） 

（予算額） 

比  較 

備 考 

増 △減 

 円 円 円 円  

計      

 

 ２ 支出の部 

区  分 

予 算 額 

（変更予算額） 

（決 算 額） 

（予算額） 

比  較 
算 出 

基 礎 増 △減 

 円 円 円 円  

計      



 

 

様式第５号（第７条、第12条関係） 

 

従 業 員 名 簿 

 

 

 
氏 名 雇入年月日 

住    所 職 務 の 

内  容 
特記事項 

正従業員・パートの別 

１  ．  ． 

   

１ 正従業員  ２ パート 

２   ．  ． 
   

１ 正従業員  ２ パート 

３   ．  ． 
   

１ 正従業員  ２ パート 

４   ．  ． 
   

１ 正従業員  ２ パート 

５   ．  ． 
   

１ 正従業員  ２ パート 

６   ．  ． 
   

１ 正従業員  ２ パート 

７   ．  ． 
   

１ 正従業員  ２ パート 

８   ．  ． 
   

１ 正従業員  ２ パート 

９   ．  ． 
   

１ 正従業員  ２ パート 

10   ．  ． 
   

１ 正従業員  ２ パート 

 



 

 

様式第６号（第８条関係） 

第   号  

年 月 日  

 

          様 

 

静岡市長 氏   名 □印  

 

クリエーター活動事業（事務所賃借事業）補助金交付決定通知書 

 

    年 月 日付けで申請のあった補助金の交付については、次のとおり決定したので、

静岡市クリエーター活動事業（事務所賃借事業）補助金交付要綱（以下「要綱」という。）

第８条の規定により、通知します。 

 

１ 交付決定額   円 

２ 交付の時期  

３ 交付の条件 

（１）次に掲げる記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。 

ア 補助事業の目的及び内容 

イ 補助事業の事業計画及び収入支出の予算 

ウ 交付を受けようとする補助金の額の算出の基礎 

（２）補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は当該事業の遂行が困難となったとき

は、速やかに市長に報告して、その指示を受けること。 

（３）補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けるこ

と。 

（４）補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳

簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後５年間保管しなければならないこと。 

（５）補助事業の遂行に当たっては、静岡市補助金等交付規則（平成15年静岡市規則第44号）

及び要綱を遵守すること。 

（６）補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法（昭和63年法律第108号）に規

定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額（以下「消費税仕



 

 

入控除税額」という。）がある場合は次のとおり取り扱うこと。 

   ア 要綱第12条の実績報告書を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等（消費税仕入

控除税額と当該金額に地方税法（昭和25年法律第226号）に規定する地方消費税の税率

を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金

額をいう。以下同じ。）が明らかになった場合には、その金額（補助金の交付の申請時

において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあ

っては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額）を補助金の額から減額して報

告すること。 

   イ 要綱第12条の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告によ

り消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額（補助金の交付の申請時及び

実績報告書の提出時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額か

ら減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額）を消費税

仕入控除税額等報告書（様式第13号）に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報

告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならな

いこと。 

（ア）補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し 

   （イ）（ア）に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類 

（７）（１）から（６）までに掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守

すること。 



 

 

様式第７号（第10条関係） 

 

クリエーター活動事業（事務所賃借事業）変更（中止・廃止）承認申請書 

 

年 月 日  

 

  （宛先）静岡市長 

 

 
住所 

法人にあっては、その主 

たる事務所の所在地 

 

  

申請者 氏名 
法人にあっては、その名 

称及び代表者の氏名 
 

 連絡担当者氏名  

 電話   

 

    年 月 日付け   第   号により補助金の交付の決定を受けたクリエーター活

動（事務所賃借事業）の計画を次のとおり変更（中止・廃止）したいので、静岡市クリエー

ター活動事業（事務所賃借事業）補助金交付要綱第10条の規定により、関係書類を添えて申

請します。 

 

１ 変更（中止・廃止）の理由 

 

２ 変更（中止・廃止）の内容 

 



 

 

様式第８号（第11条関係） 

第   号  

年 月 日  

 

          様 

 

静岡市長 氏   名 □印  

 

クリエーター活動事業（事務所賃借事業）変更（中止・廃止）承認通知書 

 

    年 月 日付けで申請のあったクリエーター活動（事務所賃借事業）の変更（中止・

廃止）について、次のとおり承認したので、静岡市クリエーター活動事業（事務所賃借事

業）補助金交付要綱第11条の規定により、通知します。 

 

承認の内容 



 

 

様式第９号（第12条関係） 

 

クリエーター活動事業（事務所賃借事業）実績報告書 

 

年 月 日  

 

  （宛先）静岡市長 

 
住所 

法人にあっては、その主 

たる事務所の所在地 

 

  

報告者 氏名 
法人にあっては、その名 

称及び代表者の氏名 
 

 連絡担当者氏名  

 電話   

 

    年 月 日付け   第 号により補助金の交付の決定を受けたクリエーター活動事

業（事務所賃借事業）が完了したので、静岡市クリエーター活動事業（事務所賃借事業）補

助金交付要綱第12条の規定により、関係書類を添えて報告します。  

 

 添付書類 

１ 事業実績書（様式第３号） 

２ 収支決算書（様式第４号） 

３ 従業員名簿（様式第５号） 



 

 

様式第10号（第13条関係） 

第   号  

年 月 日  

 

          様 

 

静岡市長 氏   名 □印  

 

クリエーター活動事業（事務所賃借事業）補助金交付確定通知書 

 

    年 月 日付け   第   号により決定した補助金の交付については、次の

とおり確定したので、静岡市クリエーター活動事業（事務所賃借事業）補助金交付要綱第

13条の規定により、通知します。 

 

１ 交付決定額   円 

 

２ 交付確定額   円 

 



 

 

様式第11号（第14条関係） 

 

請求書 

 

金            円 

 

ただし、    年 月 日付け   第   号により補助金の交付の確定を受けたク

リエーター活動事業（事務所賃借事業）の補助金として、上記のとおり請求します。 

 

 

年 月 日  

 

  （宛先）静岡市長 

    

 
住所 

法人にあっては、その主 

たる事務所の所在地 

 

  

請求者 氏名 
法人にあっては、その名 

称及び代表者の氏名 
㊞ 

 連絡担当者氏名  

 電話   

 

口座振替先金融機関名 

口座種別 

No. 

口座名義 

 

 



 

 

様式第12号（第15条関係） 

 

消費税仕入控除税額等報告書 

 

年 月 日  

 

  （宛先）静岡市長 

 

 
住所 

法人にあっては、その主 

たる事務所の所在地 

 

  

報告者 氏名 
法人にあっては、その名 

称及び代表者の氏名 
㊞ 

 連絡担当者氏名  

 電話   

 

    年 月 日付け   第 号により補助金の交付の決定を受けたクリエーター活動事

業（事務所賃借事業）に係る消費税仕入控除税額等が確定したので、次のとおり報告します。 

 

１ 補助金の確定額（  年  月  日付け  第  号による額の確定通知額） 

金          円 

 

２ 補助金の交付の申請時及び実績報告時に減額した消費税仕入控除税額 

金          円 

 

３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税仕入控除税額 

金          円 

 

４ 補助金返還相当額（３の額から２の額を差し引いた額） 

金          円 


